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4. その他参考資料

（２）支出計画

※事業内容の詳細を示す図面等、参考となる資料を添付してください。

平成19年度
林業生産流通革新的取組支援事業



はじめに
　日本林業技士会（以下「本会」という。）は、平成19年度に林野庁が実施する革新的施業技術等

取組支援事業のうち、本会が実施する林業生産流通革新的取組支援事業（以下「本事業」という。）

について下記の要領で募集します。

　

1. 事業の目的
　森林所有者の森林整備意欲の低下が顕著になっている中で、森林所有者による森林整備を確保して

いくためには、林業の採算性の向上を図ることが不可欠です。

　このため、林野庁では平成18年度から、利用可能な資源状態にある人工林がまとまって存在する地

域を全国のモデル地域として選定し、森林施業や生産・流通コストの徹底した縮減、施業の集約化・

団地化に意欲的な地域の林業生産活動の中核となる林業事業体の育成、林業事業体・木材加工業者等

の連携による木材の安定供給と利用の拡大、木材の付加価値の向上、路網や高性能林業機械などの基

盤整備を集中的かつ総合的に講じる「新生産システム」を展開し、林業の再生に取り組むこととして

います。

　本事業は、この「新生産システム」の下、人工林材の生産・流通の抜本的なコストダウンに資する

と認められる事業手法の実証的実施を図る取組に対する支援を通じて、当該地域における林業コスト

全般の縮減を図るものです。

2. 応募要件
（１）応募対象となる地域の要件

　原則として、新生産システムモデル地域を対象とします（別紙参照）。

（２）応募者の要件

　新生産システムモデル地域内で活動を行うシステム事業体とします。

3. 助成内容及び助成対象経費等
（１）助成内容

　応募者の活動する地域において実績が乏しく、人工林材の生産・流通の抜本的なコストダウン

に資すると認められる事業手法を実証的に実施するために必要な経費を助成します。

（２）助成対象経費

   ア　実証調査費

　実証課題の調査設計、現地調査及び分析、調査報告書等の作成に要する経費として、技術者給、

賃金、旅費（現地調査等に必要な旅費）、使用料及び賃借料（情報機器リース料等）、需用費（報

告書作成費、消耗品費等）、役務費（通信運搬費等）が対象となります。

   イ　実証事業費

　実証課題の現地調査に係るデータ収集のための取組等に要する経費として、賃金、使用料及び

賃借料（林業機械レンタル料等）、需用費（消耗品費等）、役務費（林業機械運搬費、改造費等）、

備品・資機材購入費（資材費、燃料費等）が対象となります。

（３）助成率及び助成限度額

　助成率は、前項アについては定額、イについては1／2以内となります。

　なお、アとイを合わせた助成限度額は3,000万円とします。

4. 選定審査
（１）審査方法

　本会が設置する林業生産流通革新的取組支援事業選定審査委員会（以下「選定審査委員会」という。）

の審査を経て選定します。選定審査委員会及び審査過程は、公平を期すため非公開とします。

　なお、本会から応募申請内容等について問い合わせを行う場合があります。また、選定に当た

って、直接申請者から事業の説明を受ける場合があります。

（２）審査結果の通知

　審査の結果については、応募申請者に対して本会から文書で通知するとともに、選定された事

業概要について一般に公表します。

5. 助成期間
　本事業の実施期間は、助成金の交付を決定した日から平成20年3月20日までとなります。

6. 助成の実施に関わる事項
　選定通知を受けた後、本会の定める林業生産流通革新的取組支援事業助成金交付規程に基づき実施

していただきます。

7. 応募に必要な書類
（１）所定の応募申請書を提出して下さい。また、お問い合わせに応じて事務局より郵送いたします。

（２）応募申請書以外に、事業内容を説明するために必要とする資料を添付することもできます。

（３）提出された応募申請書は選定審査以外には使用しません。なお、応募申請書は返却いたしません。

8. 募集期間
　受付は平成19年5月1日（火）から5月31日（木）と6月11日（月）から7月10日（火）まで行います（応募締

切当日消印まで有効）。

9. 応募申請書の提出先及び問い合わせ先
　応募申請書等の提出先及び事業内容や募集要領、助成金交付規程についてのお問い合わせは、下記

にお願いします。なお、応募申請書は持参又は郵送、運送することとします。

10. その他
　助成期間中に、本会の職員等による現地調査を行うことがあるほか、取組状況について報告して頂

くことがあります。

平 成 1 9 年 5 月 1 日
日 本 林 業 技 士 会

〒113-0034  東京都文京区湯島三丁目14番9号  湯島ビル4階

TEL：03-6737-1239　FAX：03-6737-1295

Ｅ-mail： k-suzuki@jafta.or.jp

日本林業技士会　（担当者：鈴木）
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